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非公開会社における株式譲渡に関する同意要件  

Consent Requirements for Share Transfers of Private Companies 

はじめに  

2025年6月3日、National Securities Depository Limited（NSDL）は通達番号 

NSDL/POLICY/2025/0071 を発行し、非公開会社の株式をデジタル（デマテリアラ

イズ）形式でオフマーケット譲渡する際のコンプライアンス要件を更新しました。  
  
【通達前の状況】  

非公開会社の株式をオフマーケットで譲渡するには、株主が預託機関（DP）に対し

て「株式譲渡指示書（DIS）」を提出するだけで譲渡が実行されていました。  

【通達後の状況】  

今後は、DISをDPに提出することに加え、譲渡を意図する株主は、当該株式を発行

している会社から事前の同意書または確認書を取得し、それをDPに提出する必要が

あります。会社は通達で定められたフォーマットに従って同意を与える必要があり

ます。  

【比較表：通達前後の変更点】  

項目  通達前  通達後  

必要書類  DISのみ  DIS + 会社の同意書／確認書  

会社の役割  受動的（BENPOSにより譲渡を追跡）  能動的（譲渡前に同意を与える必要あ）  

  
【新コンプライアンスの背景】  

2013年会社法第58条第1項および第2項により、非公開会社は定款に基づき株式譲渡

に制限を課すことが認められています。しかし、実務上は株式がデマテリアライズ

形式で保有されている場合、譲渡が完了して初めてBENPOSで把握されるため、制限

の実効性確保が困難です。本通達により、デマテリアライズ譲渡に対しても事前同

意を義務化し、法的制限と預託制度との整合性を図るものです。  
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【不明確点および実務上の課題】  

通達では、会社が同意を出すまでの具体的な期限が定められていません。そのため

、特に時間に制約のある取引において、不確実性や遅延のリスクが生じる可能性が

あります。  

■推奨事項：  

当事者間での取引契約書等に会社からの同意取得期限を明記し、違反時の措置や代

替手段を盛り込むことを検討すべきです。  

【預託機関間の不統一】  

この新要件は現時点ではNSDLのみに適用されており、Central Depository Services 

(India) Limited（CDSL）では同様の義務は導入されていません。この不均衡により

、一部の当事者は追加手続きを回避するためにCDSLでの取引を選好する可能性があ

ります。  

【免責事項】  

※本文書は法的助言またはリーガルオピニオンを構成するものではありません。  

情報提供のみを目的としており、商業的な判断材料として使用することはできませ

ん。  

Acuity Law LLPは、過失・事故その他いかなる理由であれ、本書の誤記または省略に

よって生じた損害に対して一切の責任を負いません。  

The information contained in this document is not legal advice or legal opinion. The 
contents recorded in the said document are for informational purposes only and 
should not be used for commercial purposes. Acuity Law LLP disclaims all liability to 
any person for any loss or damage caused by errors or omissions, whether arising 
from negligence, accident, or any other cause.  
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